
１．指名停止措置業者名及び住所

２．指名停止措置期間

３．指名停止措置の適用範囲

４．事実概要

５．指名停止理由

　　＜笠間市建設工事請負業者指名停止等規程　別表第２＞

　笠間市役所総務部財政課契約検査室

　笠間市中央３－２－１

　電話　０２９６－７７－１１０１（内線２１９，２２０）

　（不正又は不誠実な行為）
９　別表第１及び前各項に掲げる場合のほか，業務に関し不正
又は不誠実な行為をし，市工事等に相手方として不適当である
と認められるとき。

当該認定をした日から
１箇月以上９箇月以内

　問い合わせ先

平成３０年９月１０日　～　平成３０年１０月９日　（１箇月間）

笠間市が発注する建設工事等

　株式会社　横河ブリッジの使用人が，西日本高速道路株式会社発注工事で発生した橋桁落下
事故に関して，平成３０年７月２６日，神戸地方検察庁から業務上過失致死傷罪により起訴され
た。

　「笠間市建設工事請負業者指名停止等規程」第２条第１項及び別表第２第９号に該当する。

措　　置　　要　　件 期　　　間

指名停止措置の概要

指名停止措置業者名 住　　　　　所 備　　　考

株式会社　横河ブリッジ 千葉県船橋市山野町２７


